
Plan（計画） Do（実施） 

Check（評価） Act（改善） 

・健康課題の分析 
・保健事業の企画 

・保健事業の実施 

・保健事業の検証 ・保健事業の修正 

データヘルス計画の特徴 

１．ＰＤＣＡサイクルに沿った事業運営 
２．レセプト・健診情報等を活用したデータ分析 
  ① 組合や事業所における全体的な健康状況・受診状況・医療

費状況の把握 
  ② 健康リスクの階層化、保健事業の効果が高い対象者の抽出 
３．身の丈に応じた保健事業範囲 
  ① 加入者に対する全般的・個別的な情報提供（一次予防） 
  ② 特定健診・特定保健指導等の健診・保健指導 
  ③ 重症化予防 
４．事業主との協働 
５．外部専門事業者の活用 

６．アウトカムを重視・効果測定の徹底（データ分析により費用対効
果を追求） 

「レセプト等のデータ分析に基づく保健事業（データヘルス）」の推進 

 日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）を踏まえ、健康保険法に基づく厚生労働大臣指針（告示）が改
正され、全ての健康保険組合等に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のた
めの事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保
等が同様の取組を行うことを推進することとした。 

「データヘルス計画」 
レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく 

効率的・効果的な保健事業をＰＤＣＡサイクルで実施するための事業計画 

（参考） 



平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 
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計画に基づく事業実施 
（３年間） 

計画策定に向けた 
講習会等の実施 

計画に基づく事業実施 
（３年間） 

 「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定）等に沿って、平成26年度中にデータヘルス計画（事
業実施期間３年間）を策定・公表し、その後は少なくとも年１回の評価・見直しを求める予定。 

先進的な保健事業の実証等 
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有識者による「デー
タヘルス計画推進会
議」の開催 

組合向け 
説明会の 
実施 

モデル的「データ 
ヘルス計画」作成 
（約５０組合) 

全ての健康保険組合において計画の策定 

健康保険組合における「データヘルス計画」の実施スケジュール （参考） 


